
関係機関

農業水産振興課

（Tel： 0742-27-7442 Fax： 0742-22-9521）

森林整備課

（Tel： 0742-27-7480 Fax： 0742-23-8000）

農業総合センター

（Tel： 0744-22-6201 Fax： 0744-22-8068）

農業総合センター果樹振興センター

（Tel： 0747-24-0061 Fax： 0747-24-0063）

農業総合センター高原農業振興センター

（Tel： 0745-82-2340 Fax： 0745-82-7841）

農業総合センター茶業振興センター

（Tel： 0742-81-0019 Fax： 0742-81-0652）

北部農林振興事務所農林普及課

（Tel： 0743-65-1315 Fax： 0743-65-1317）

北部農林振興事務所農業普及課

（Tel： 0743-56-1600 Fax： 0743-59-2055）

中部農林振興事務所農林普及課

（Tel： 0745-52-6123 Fax： 0745-23-5160）

中部農林振興事務所農業普及課

（Tel： 0744-42-2088 Fax： 0744-46-0863）

東部農林振興事務所農業普及課

（Tel： 0745-82-3248 Fax： 0745-82-7150）

南部農林振興事務所農業普及課

（Tel： 0747-24-0131 Fax： 0747-24-0134）



おわりに

本指針は、農林水産省の産学官連携経営革新技術普及強化促進事業

「鳥獣害防止対策技術の確立による中山間地域の安定した農業生産の

構築」の一環としてとりまとめさせて頂きました。

事業の実施に当たっては、独立行政法人 近畿中国四国農業研究セ

ンタ ー（井上雅 央氏 、ネク スタ株式会社 （一ノ瀬浩 史氏）をはじめ）

東部農林振興事務所、宇陀市、農協など関係機関および生産者の方々

にご協力をいただきました。ここに深く御礼申し上げます。

なお、本指針は、平成19年に作成された農作物鳥獣害対策指導指針

（農林水産省の先端技術を活用した農林水産研究高度化事業「獣害回

避のための難順化忌避技術と生息適地への誘導手法の開発」により作

成）に本事業で得られた成果等を加筆し改訂したものです。旧指針作

成に係った多くの方々及び指導助言を頂いた方々に対してもここに厚

く御礼申し上げます。


